
平成２７年度 事務事業評価シート

1

3

Ⅱ

単位
基準値

Ｈ16
実績値

Ｈ25

％ 85 83.9

％ 79.0 －

Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ25
実績

Ｈ26
実績

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ30
目標

Ｈ25
決算

Ｈ26
決算

Ｈ27
予算

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

Ｈ30
予算案

国庫
支出金

道
支出金

老人クラブ運営費
補助金

197 189 189 189 189 189

地方債

その他

一般
財源

1,338 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346

13211003 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535

国庫
支出金

道
支出金

老人クラブ道補助
金

820 864 864 864 864 864

地方債

その他

一般
財源

1,394 1,308 1,352 1,352 1,352 1,352

13211004 2,214 2,172 2,216 2,216 2,216 2,216

－ － － － －

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｓ45 － ソフト
一般
会計

市内の老人クラブ
の事業実施の支援
を図ることを目的
とする。

Ｈ25

2 1-①

老人クラブ
運営費補助
金 保健

福祉
部

社会
福祉
Ｇ

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ26

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

－ － －

各老人クラブから意見聴取を行い、
その結果等を踏まえて、補助金のあ
り方について検討を行い、登別市老
人クラブ補助金交付要綱の策定につ
いて検討を行った。平成25年度よ
り、新たに策定した登別市老人クラ
ブ補助金交付要綱の運用により、補
助金を交付した。

維持

　市内の単位老人クラブが行
う社会奉仕活動や各種事業で
社会参加をすることで、老人
の生きがい対策となり必要で
ある。

　今後も単位老人
クラブへの補助を
行うことで、事業
実施の支援を図っ
ていく。

2,188 2,188 2,188 2,188 2,188

Ｈ25
以前

市内の老人
クラ

　市内40箇所の老人クラブの事業推進のため、
補助金を交付した。
【主な事業】
社会奉仕活動、世代間交流、交通安全運動、芸
術活動、健康増進活動、会員勧誘活動

老人福祉法、登別
市老人クラブ補助
金交付要綱

老人クラブ加入者
数

1 1-①

登別市老人
クラブ連合
会補助金 保健

福祉
部

社会
福祉
Ｇ

Ｓ54

老人クラブ連合会が行なう事業を推進するため、補
助金を交付した。
【主な事業】
・市内各老人クラブとの相互連携
・高齢者相互支援事業
・社会奉仕活動の推進
・交通安全・防災対策の推進
・女性リーダー育成推進

老人福祉法

老人クラブ連合会
加入人数

人 2,130 1,908

上記のとおり

－ ソフト
一般
会計

登別市老人クラブ
連合会の安定的な
運営を図ることを
目的とする。

Ｈ25

老人クラブ
連合会

Ｈ26

上記のとお
り

Ｈ27

上記のとお
り

1,908 1,908 1,908 1,908

Ｈ25
以前

老人クラブ連合会から意見聴
取を行い、その結果を踏まえ
て、補助金のあり方について
検討を行い、平成25年度より
老人クラブ運営費補助金の見
直しを図ることとなった。

Ｈ26

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ27

上記のとおり

合　計

上記のとおり

各種事業参加者人
数（年度ベース）

人 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ28以降】

維持

・老人福祉法第13条２に「市
は老人クラブ等に対して適当
な援助をするよう努めなけれ
ばならない」と規定されてい
ることから、市が主体的に取
り組む必要がある。

・登別市老人クラブ連合会が
中心となり、市内の各老人ク
ラブが連帯し社会参加や親睦
を深めることで、老人の生き
がい対策となり必要である。

　今後も老人クラ
ブ連合会の社会参
加等を支援するた
め、継続して事業
を行い、安定的な
運営を図ってい
く。

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ27）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

・在宅での家族介護者に対し、介護負担を軽減するために、保健・医療・福祉との連携を深め、在宅介護サービスの充実を図り、家族介護者への支援に努めます。

1-① １　長寿社会の基盤づくり ①　高齢者の生きがいづくりの場と機会の充実
・老人クラブ関係者や市内高齢者、関係団体等とともに、高齢者団体のあり方などについて検討し、高齢者の生きがいづくりの場と機会の拡充に向けた体制整備に努めます。
・高齢者の働く場として、シルバー人材センターの活動を支援します。
・ときめき大学など高齢者の学習機会の充実を図ります。

1-② １　長寿社会の基盤づくり ②　高齢者の健康づくり活動の支援
・介護予防を重点とした健康づくりを進める介護保険制度の地域支援事業と連動して、市民への健康づくりの支援を図ります。
・高齢者の健康保持、増進のため健康相談体制の充実を図ります。

3-③ ３　介護サービスの充実 ③　介護サービスを担う人材の資質の向上と連携 ・ケアマネージャー（介護支援専門員）の資質向上のため、ケアマネ連絡会との情報交換や研修を通して連携に努めます。

3-④ ３　介護サービスの充実 ④　地域包括支援センターによる介護サービスの充実 ・地域包括支援センターにより、高齢者の介護や健康など様々な面から総合的に支援し、介護サービスの充実を図ります。

3-① ３　介護サービスの充実 ①　介護保険事業の適切な運営 ・高齢者が住み慣れた地域の中で自立した生活を送るため、安心してサービスを受けられるよう、介護サービス量や質を確保する体制の充実を図り、介護保険事業の健全かつ円滑な運営に努めます。

3-② ３　介護サービスの充実 ②　介護保険事業者との連携 ・介護サービス事業者が、地域の介護サービス提供についての課題の検討、事業者間の連絡や構築を行い、利用者に対して適切なサービスの提供ができるよう事業者との連携を図ります。

84.5 84.4 83.6

2-① ２　高齢者福祉の充実 ①　介護予防、生活支援サービス機能の充実
・高齢者に対する効率的な介護予防事業の充実を図ります。
・高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるようサービス基盤の充実を図ります。

1-③ １　長寿社会の基盤づくり ③　高齢者の生活基盤の整備
・高齢者の生活安定のため、介護保険サービスの周知や生活基盤の整備に努めます。
・高齢者が生活しやすい住宅や家回りを改善するための住宅改良や介護保険制度の利用（住宅改修費）の相談体制の充実を図ります。

施策
コード

施策の基本的な方向 主要な施策 具体的な内容

目標 住み慣れた地域でいきいきとした生活を送る高齢者を増やす。

指標名
中間値

Ｈ21
実績値

Ｈ22
実績値

Ｈ23

章 やさしさと共生するまち

節 誰もが安心して暮らせるまちをつくる

施策 高齢者福祉の確立

3-⑤ ３　介護サービスの充実 ⑤　質の高い介護サービスの展開
・被保険者の状態に応じた、適切かつ多様なサービスの提供ができる体制の整備を図ります。
・介護サービスは、量的整備と質の向上を図る必要性から、介護サービスに携わる人材の育成に努めます。

2-② ２　高齢者福祉の充実 ②　ひとり暮らし老人の支援
・ひとり暮らし老人等の生活の不安を解消するため総合的な相談窓口機能の充実を図ります。
・ひとり暮らし老人等の日常生活の不安解消や人命の安全を確保するため、老人緊急通報システムの充実や電話サービスなどの充実を図ります。

指標② 老後に不安を持っている人の割合 － － 60.3 － －

指標① 自立高齢者（元気老人）の割合 85.6 85.1

3-⑥ ３　介護サービスの充実 ⑥　家族介護者への支援

目標値
Ｈ27

85

50

実績値
Ｈ24

実績値
Ｈ26

人 2,232

Ｈ27

上記のとおり

合　計

実績値
Ｈ27



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ25
実績

Ｈ26
実績

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ30
目標

Ｈ25
決算

Ｈ26
決算

Ｈ27
予算

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

Ｈ30
予算案

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ28以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ27）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

7,345 6,862 7,370 7,370 7,370 7,370

13211005 7,345 6,862 7,370 7,370 7,370 7,370

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800

13211007 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

294 371 343 343 343 343

13211008 294 371 343 343 343 343

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

7,951 8,053 8,000 8,000 8,000 8,000

13211010 7,951 8,053 8,000 8,000 8,000 8,000

国庫
支出金

地域支援事業交付
金

2,567 3,232 3,991 5,370

道
支出金

地域支援事業交付
金

1,283 1,616 1,995 2,685

地方債

その他
地域支援事業交付
金（支払基金）

2,978 3,749 4,469 6,014

一般
財源

3,442 4,334 5,509 7,411

13212003 10,270 12,931 15,964 21,480 0 0

介護
保険
特別
会計

　65歳以上の方
が、自分の健康を
意識し管理するこ
とにより、要介護
状態とならず元気
で自立した生活を
送れることを目的
とする。

Ｈ25

65歳以上の
介護認定を
受けていな
い市民

Ｈ26

上記のとお
り

Ｈ27

上記のとお
り

　介護予防普及啓発のため、かろやか教室（理
学療法士・保健師による運動機能の向上、脳活
性化のかろやか体操、歯科衛生士・管理栄養士
の講話等）、出前講座等を行ったほか、地域活
動支援のため、かろやか体操学習会や卒後教室
の支援を行った。

介護保険法、地域
支援事業実施要綱

かろやか教室実参
加数

人 163 110

上記のとおり 上記のとおり

かろやか卒後教室
実施回数

回

ソフト 改善

高齢化社会において、要介護
状態になることを予防する本
事業の必要性は高く、地域全
体を包括的にみていく必要が
ある。かろやか教室は、卒後
教室の参加者増、出前講座の
要望増等からも、必要性は高
く、介護予防が普及されてき
ており、継続することが相当
であると考えるが、業務委託
により事業の効率化を図る。

介護保険法におい
て、実施が義務付
けられている事業
であり、今後も高
齢者が要介護状態
にならず自立した
生活を送れるよう
にするためには必
要な事業である。
なお、介護保険法
改正に伴い、平成
29年度から二次予
防事業と統合し
て、「一般介護予
防事業」としての
実施を目指してい
く

60 80 － －

Ｈ25
以前

かろやか教室は、平成25年度か
ら市内６会場を５会場に変更し
て実施した。運動効果や体操の
継続性を高めるため、３会場は
月１回から月２回に増やして開
催した。
卒後教室は、５会場・６教室を
新たに立ち上げた。

Ｈ26

かろやか教室は、平成26年度か
ら市内5会場を4会場に変更して
実施した。
卒後教室は、新たに1教室立ち
上げた。
かろやか教室の業務委託の検討
を行った。

Ｈ27

かろやか教室は、平成27年度か
ら市内４会場を３会場に変更し
て実施した。
かろやか教室の平成28年度業務
委託に向け検討を行った。

合　計

275 275 － －

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり

Ｈ26

・老人の心身の健康と福祉の
増進を図るため、老人の教養
の向上及びレクリエーション
のための供与施設として、老
人憩の家を市が設置している
ことから、市が整備すること
は妥当である。

・老人憩の家は地域に密着し
た集会施設として、老人クラ
ブ・町内会などで頻繁に利用
されていることから、改修等
を計画的に行い維持していく
ことが必要である。

今後も必要に応じ
て整備を行ってい
く。

10 10 10

Ｈ25
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

上記のとおり

－ －

Ｈ27

上記のとおり

合　計

－ －

9 10

－ － ソフト
一般
会計

　老人の創造性を
高め、老後の生き
がいを豊かにする
ことを目的とす
る。

Ｈ25

上記のとおり 上記のとおり

7 1-②

一次予防事
業

保健
福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

H20 H28

225 264

5 1-①

老人趣味の
作業所運営
事業 保健

福祉
部

社会
福祉
Ｇ

－ －

ハード
一般
会計

　市内の老人憩の
家を適切に維持管
理することを目的
とする。

　「老人憩の家」を維持管理するため、指定管
理者からの改修等の要望に基づき、緊急性を勘
案し、事業予算の範囲内で施設の改修等を実施
した。
【主な整備内容】
・外壁、床、大広間、屋根等改修

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり実施中

か所

14 14 14 14 14

Ｈ25
以前

登別市老人
趣味の作業
所管理要綱
第３条に規
定する概ね
60歳以上の
市民

　高齢者の創造性を高め、老後の生きがいを豊
かにするため、登別市老人趣味の作業所（登別
市幌別町７丁目４番地４）を運営した。
【主な事業】
・陶芸作品の展示会
・各団体への指導等

登別市老人趣味の
作業所管理要綱

作業人数
（実人数）

6 1-①

老人憩の家
整備事業

市民
生活
部

市民
協働
Ｇ

H8 －

－ － － － －

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ27

上記のとおり

合　計

　登別市老人憩の
家条例、登別市老
人憩の家管理規則

整備委託施設数 11

Ｈ25

老人憩の家

－ －

－ ソフト
一般
会計

　（公社）登別市
シルバー人材セン
ターの運営を支援
し、高齢者の就業
機会の確保や生き
がいの充実、社会
参加の促進を図
り、高齢者の能力
を活かした活力の
ある地域社会づく
りを目的とする。

上記のとお
り

Ｈ27

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

－ － －

　事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

　高齢者の趣味を通じた生き
がいづくりに施設の運営は必
要であるが、事業の必要性と
対象者、材料費等の利用者負
担の考え方について、検討が
必要である。

　高齢者の生きが
い対策のため、今
後も運営を続けて
いく。

4 1-①

シルバー人
材センター
補助金 観光

経済
部

商工
労政
Ｇ

維持

　本格的な高齢化社会を迎
え、高齢者の就業意欲の高ま
りや就業希望が増加している
中、長年培われた知識や経
験、技術を持った高齢者の社
会参加を促進することは、高
齢者の生きがい対策として重
要であり、就業機会などの場
を確保するシルバー人材セン
ターを支援する本事業を維持
する必要がある。

　高齢者の就業機
会の確保、社会参
加の促進を図るた
め、引き続き登別
市シルバー人材セ
ンターの活動を支
援していく。

180,000 180,000 180,000 180,000

Ｈ25
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

Ｈ26

上記のとおり

Ｈ27

国の方針に基づき、「臨時
的・短期的な就業」、「その
他の軽易な業務にかかる就
業」の範囲において労働者派
遣事業を行うことで、高齢者
の就業機会の一層の確保を
図っている。

合　計

H4

1.8 1.8 2.5 2.5 2.5

－ －

ソフト
一般
会計

　市民の敬老意識
の高揚を図ること
を目的とする。

　登別市に居住する74歳以上の市民（９月30日
現在）を対象に、敬老行事を行なった町内会等
に対してその一部として１人当たり1,000円を補
助した。

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり実施予定

　高齢者の就業機会確保や生きがいの充実、社
会参加の促進に取り組む登別市シルバー人材セ
ンターに対して補助した。
【事業実績】
平成26年３月末会員数　357名
受託件数 2,224件

登別市補助金等の
事務取扱に関する
規則、高年齢者等
の雇用の安定等に
関する法律

受託事業契約金額 千円 146,118 147,908

上記のとおり
【事業実績】
平成27年３月末会員数　359名
受託件数 2,197件

上記のとおり

60歳以上人口の会
員加入割合

Ｈ25

（公社）登
別市シル
バー人材セ
ンター

Ｈ26

上記のとおり 上記のとおり

2.5％

Ｈ26

上記のとお
り

　登別市に居住する75歳以上の市民（９月30日
現在）を対象に、敬老行事を行なった町内会等
に対してその一部として１人当たり1,000円を補
助する。

上記のとおり

Ｈ26

　対象年齢の段階的な引き上
げを進めてきたが、今後も高
齢化が進み対象者が増加する
ことから、事業対象の見直し
など検討を要する。

補助の利用状況な
ど実態把握に努
め、事業の必要性
について検証す
る。

7,370 7,370 7,370

Ｈ25
以前

　補助対象年齢の段階的な引
き上げを実施した。
【対象年齢】
・平成22・23年度：73歳以上
・平成24・25年度：74歳以上
・平成26年度以降：75歳以上

改善

上記のとおり

－ －

敬老行事補助金交
付要領

敬老行事参加者数
（年度ベース）

人 7,345 6,862 7,370

Ｈ25

各町内会等

3 1-①

敬老会補助
金

保健
福祉
部

社会
福祉
Ｇ

H8 －

上記のとおり

－ － － －

Ｈ27

上記のとおり

合　計

人 14



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ25
実績

Ｈ26
実績

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ30
目標

Ｈ25
決算

Ｈ26
決算

Ｈ27
予算

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

Ｈ30
予算案

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ28以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ27）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他
高齢者福祉費受託
事業収入

9,745 10,603 10,430 10,430 10,430 10,430

一般
財源

920 790 865 865 865 865

13212005 10,665 11,393 11,295 11,295 11,295 11,295

国庫
支出金

地域支援事業交付
金

30 32 35 35 35 35

道
支出金

地域支援事業交付
金

15 16 17 17 17 17

地方債

その他

一般
財源

31 32 38 38 38 38

13213001 76 80 90 90 90 90

国庫
支出金

道
支出金

外国人高齢者・障
害者福祉給付金事
業費補助金

0 0 120 120 120 120

地方債

その他

一般
財源

13213002 0 0 120 120 120 120

国庫
支出金

地域支援事業交付
金

385 249 468 468 468 468

道
支出金

地域支援事業交付
金

193 124 234 234 234 234

地方債

その他

一般
財源

397 257 498 498 498 498

13213010 975 630 1,200 1,200 1,200 1,200

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

15,938 15,830 16,129 16,484 16,316 16,418

13213014 15,938 15,830 16,129 16,484 16,316 16,418

12 1-③

養護老人
ホーム整備
事業費補助
金

保健
福祉
部

社会
福祉
Ｇ

H22 H42 ソフト
一般
会計

　養護老人ホーム
建築事業を支援す
ることにより、高
齢者福祉の充実を
図ることを目的と
する。

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ26
補助を継続することで、本施
設の安定的な運営に寄与する
ことができる。

平成42年度まで補
助を継続してい
く。

1 1 1

Ｈ25
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

上記のとおり

－ －

登別市養護老人
ホーム整備事業費
補助金交付要綱

補助件数 件 1 1 1

Ｈ25

社会福祉法
人彩咲会

上記のとおり

1,200 1,200 1,200

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ27

上記のとおり

合　計

－ － － － － －

　養護老人ホーム建築に伴う借入金返済金（元
金・利息）の一部を平成42年度まで補助する。

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

介護用品の給付額 千円 975

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

　対象者の経済的負担等の軽
減を図るとともに、在宅生活
の継続及び質の向上を図るた
め、事業を継続していくこと
が妥当である。

　事業継続により
対象者に対し、身
体的、精神的及び
経済的負担の軽減
を図っていく。

16 16 16 16 16

Ｈ25
以前

　概ね65歳
以上の高齢
者であり市
民税非課税
で要介護４
又は５の方

　概ね65歳以上の在宅で生活している高齢者で、
介護認定審査会で要介護４又は要介護５と認定さ
れた市民税非課税世帯に属する方に対し、介護用
品の購入に要する費用の一部を給付した。
【介護用品の内容】
紙おむつ、尿取りパット、清拭タオル、ドライ
シャンプー、使い捨て手袋等

介護保険法、登別
市高齢者等介護用
品給付事業実施要
綱

介護用品の給付申
請者数（実人数）

H5 － ソフト

介護
保険
特別
会計

　在宅で生活して
いる要介護状態に
ある高齢者に対
し、介護用品の購
入に要する経費を
給付することによ
り、身体的、精神
的及び経済的負担
の軽減を図るとと
もに、要介護状態
にある高齢者の在
宅生活の継続及び
質の向上を図るこ
とを目的とする。

Ｈ25

上記のとおり実施予定 上記のとおり

Ｈ27

上記のとおり

合　計

11 1-③

高齢者等介
護用品給付
事業 保健

福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

0 0 120 120 120 120

Ｈ27

上記のとおり

合　計

一般
会計

　国民年金制度
上、無年金になら
ざるを得なかった
在日外国人高齢
者・障害者に給付
金を支給すること
により福祉の向上
を図ることを目的
とする。

Ｈ25

在日外国人
高齢者・障
害者

Ｈ26

630 1,200

上記のとお
り

Ｈ27

上記のとお
り

維持

　国民年金制度上、無年金に
ならざるを得なかった在日外
国人高齢者・障害者に福祉給
付金を支給することにより、
自立と安定した生活の継続を
支援し福祉の向上を図るた
め、事業を継続していくこと
が妥当である。

　事業の継続を図
り、給付金を支給
することにより地
域で自立し安定し
た生活を続けてい
く事により福祉の
向上を図ってい
く。

1 1 1 1

Ｈ25
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

Ｈ26

上記のとおり

10 1-③

外国人高齢
者・障害者
福祉給付金
支給事業

保健
福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

H9

－ － － － － －

ソフト

介護
保険
特別
会計

　住宅改修を希望
する要介護認定者
等に対し、介護保
険制度の活用に関
する助言を行う居
宅介護支援事業者
等を支援すること
により、要介護認
定者等が住み慣れ
た居宅での生活を
維持し、高齢者の
保健福祉の向上を
図ることを目的と
する。

　要介護認定者等が住宅改修を行う際に必要な
「住宅改修が必要な理由書」を作成する介護支
援専門員等に対し、作成手数料を支払う。

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり

　国民年金制度上、無年金にならざるを得な
かった在日外国人高齢者・障害者に福祉給付金
を支給する。
【対象者なし】

外国人高齢者・障
害者福祉給付金事
業実施要綱（北海
道）、登別市外国
人高齢者・障害者
福祉給付金支給要
綱

在日外国人高齢
者・障害者への福
祉給付金支給人数

人 0 0

上記のとおり
【対象者なし】

上記のとおり

在日外国人高齢
者・障害者への福
祉給付金支給金額

千円

－ ソフト

Ｈ26

上記のとお
り

　要介護認定者等が住宅改修を行う際に必要な
「住宅改修が必要な理由書」を作成する介護支
援専門員等に対し、作成料を支給する。

上記のとおり

Ｈ26

　要介護（要支援）認定者数
が増加傾向にあること、また
それに伴い介護サービスにお
ける住宅改修も増加傾向にあ
ることから、ますます改修内
容や申請手続きの円滑化が求
められ、必要性が高い事業で
ある。

　要介護（要支
援）認定者数が増
加傾向にあるこ
と、またそれに伴
い介護サービスに
おける住宅改修も
増加傾向にあり、
今後も必要な事業
であることから、
事業の継続を図っ
ていく。

45 45 45

Ｈ25
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

事業内容に変更はありません
が、平成26年度から事業の趣
旨に則し手数料ではなく、助
成金として支給することとし
た。

－ －

介護保険法、登別
市住宅改修支援事
業取扱要領

住宅改修が必要な
理由書の作成件数
（年度ベース）

件 38 40 45

Ｈ25

介護支援専
門員等

上記のとおり

Ｈ27

上記のとおり

合　計

H20 － ソフト
一般
会計

　生活習慣病の早
期発見と疾病初期
での早期治療を推
進することによ
り、後期高齢者医
療制度被保険者の
健康を保持・増進
することを目的と
する。

Ｈ25

8 1-②

後期高齢者
健康診査経
費 保健

福祉
部

年
金・
長寿
医療
Ｇ

1,277 1,255 1,255 1,255 1,255

Ｈ25
以前

後期高齢者
医療制度被
保険者

後期高齢者医療制度被保険者の健康診査を実施
した。
【健診内容】
問診、身体計測、身体診察、血液検査、尿検査

高齢者の医療の確
保に関する法律、
北海道後期高齢者
医療広域連合後期
高齢者に関する条
例 健康診査受診者数

9 1-③

住宅改修支
援事業

保健
福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

H12 －

－ － － － －

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ27

上記のとおり

合　計

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

－ － －

北海道後期高齢者医療広域連
合からの受託事業のため、市
の裁量で事業内容等変更する
ことはありません

維持

高齢者の医療の確保に関する
法律で、後期高齢者医療連合
が取り組むべき事業として位
置づけられており、広域連合
から事業を受託して、市が実
施することにより、将来的に
医療費の抑制に資するもので
あり、有効な事業である。

今後も北海道後期
高齢者医療広域連
合からの委託を受
け、市が主体と
なって実施してい
く。

人 1,209

人 22



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ25
実績

Ｈ26
実績

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ30
目標

Ｈ25
決算

Ｈ26
決算

Ｈ27
予算

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

Ｈ30
予算案

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ28以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ27）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

国庫
支出金

地域支援事業交付
金

1,844 1,846 1,666 70 - -

道
支出金

地域支援事業交付
金

922 923 833 35 - -

地方債

その他
地域支援事業交付
金（支払基金）

2,140 2,141 1,866 78 - -

一般
財源

2,474 2,476 2,300 97 - -

13221006 7,380 7,386 6,665 280 0 0

国庫
支出金

道
支出金

5,848

地方債

その他

一般
財源

13221015 0 5,848 0 0 0 0

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

11,159 12,508 14,256 15,671 15,671 15,671

13222001 11,159 12,508 14,256 15,671 15,671 15,671

国庫
支出金

地域支援事業交付
金

0 0 390 530 530 530

道
支出金

地域支援事業交付
金、権利擁護人材
育成事業補助金

0 0 195 2,906 2,906 2,906

地方債

その他
成年後見制度利用
者負担金

0 0 199 199 199 199

一般
財源

0 0 217 767 767 767

13222003 0 0 1,001 4,402 4,402 4,402

国庫
支出金

道
支出金

介護サービス利用
者負担軽減事業費
補助金

101 119 423 423 423 423

地方債

その他

一般
財源

34 40 141 141 141 141

13231002 135 159 564 564 564 564

14

社会福祉法人による利
用者負担軽減制度事業
実施要綱、低所得者に
対する介護保険サービ
スに係る利用者負担額
の軽減制度の実施につ
いて、介護サービス利
用者負担軽減事業費補
助金交付要綱

－ － －

2 2 2

Ｈ26

Ｈ27

合　計

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

上記のとおり

－ －

　地域において、
一人暮らしの高齢
者等が可能な限り
住み慣れた自宅で
暮らせるよう、病
院への付き添い、
買い物への同行、
傾聴、洗濯、食事
づくりなどの在宅
支援サービスを提
供するための知識
と技術を有する人
材の育成を図るこ
とを目的とする。

－ －

389

事業実施中に不断の事務改善を
検討・実施しておりますが、事
業内容に変更はありません。

－

－ －

　緊急雇用創出事業を活用
し、在宅支援サービスを提供
するＮＰＯ法人において、職
場内の研修を行うとともに、
資格取得に向け職場外研修を
実施し、サービス提供に必要
となる経験や知識・技術を有
する人材の育成が図られた。

　国や道が実施す
る補助事業の活用
しながら、介護人
材の確保、育成の
ための事業を行っ
ていく。

保健
福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

H26 H26 ソフト
一般
会計

Ｈ25 － －

日

Ｈ26

　在宅支援
サービスの
提供に興味
を持つ失業
者

　在宅支援サービスを提供するＮＰＯ法人にお
いて職員を雇用し、高齢者・認知症ケア、傾
聴、同行援護等の内部研修及びガイドヘルパー
講座等の外部研修の受講、在宅支援サービスの
実践指導を行った。

－ － － － － －

Ｈ27 － －

雇用日数

Ｈ25
以前

終了Ｈ26

－

Ｈ27

2-①

地域と連携
した在宅支
援サービス
人材育成事
業(緊急雇用
創出推進事
業・地域人
づくり事業)

上記のとおり

－ －

　介護保険サービスの利用促
進を図る目的の事業であり、
低所得者で特に生計が困難で
ある者が利用者負担を軽減さ
れることにより、必要な介護
サービスを受けられるように
なる。

　低所得者で特に
生計が困難である
者が、安心して介
護サービスを利用
できるよう、事業
を継続していく。

4 4 4

Ｈ26

－

Ｈ27

合　計

ソフト
一般
会計

　社会福祉法人等
による介護サービ
スを利用する高齢
者の経済的負担を
軽減し、高齢者福
祉の充実を図るこ
とを目的とする。

　社会福祉法人が行う通所介護・訪問介護等の
介護サービス（社会福祉法人による利用者負担
軽減制度事業実施要綱に定められた対象となる
介護サービス）の利用者負担の軽減に対して、
その軽減した額の一部を助成した。

H12 －

判断能力が
不十分な65
歳以上の方

Ｈ26

上記のとお
り

Ｈ27

上記のとお
り

件
利用者負担軽減申
請書を提出した法
人

Ｈ25

低所得者で
特に生計が
困難である
者に介護
サービスを
提供する社
会福祉法人
等

上記のとおり

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり実施中

Ｈ26

上記のとお
り

16 2-②

成年後見制
度利用支援
事業（高齢
者）

保健
福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

17 3-①

社会福祉法
人利用者負
担軽減助成
金

保健
福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

　事業を継続しない事により
成年後見制度を利用できない
高齢者がいるため、必要な事
業である。

　事業継続によ
り、判断能力が不
十分な高齢者の権
利・利益を保護し
福祉の向上を図っ
ていく。

5 5 5 5

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

上記のとおり

H21 － ソフト

介護
保険
特別
会計

　成年後見制度の利用者が必要な65歳以上の方
で、成年後見制度（法定後見）の申立を行う親
族がいない、申立に係る費用や後見人等への報
酬を負担できない方を対象に、家庭裁判所に申
立を行うとともに、申立費用や後見人への報酬
を負担できない場合には、その費用の一部又は
全部を市が負担する。
【実績】なし

民法、老人福祉
法、介護保険法、
登別市成年後見制
度利用支援事業実
施要綱

件 0 0

上記のとおり 上記のとおり

件

271 309 339

Ｈ25

概ね65歳以
上の高齢者
であり慢性
疾患のため
常時注意を
要する方

上記のとおり

0 0 2

上記のとおり実施予定 上記のとおり

市長申立件数

申立費用等負担件
数

Ｈ25
以前

維持

上記のとおり

　成年後見制度を
利用することによ
り、判断能力が不
十分な高齢者の権
利・利益を保護
し、福祉の向上を
図ることを目的と
する。

Ｈ25

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり
　一人暮らし高齢者の日常生
活の不安解消や人命の安全確
保、火災などによる被害の未
然防止を行い住み慣れた地域
で安心して暮らすらめに必要
である。

平成25年度から導
入した携帯型と既
存の機器（固定
型）との選択制に
より、サービスの
提供に努めてい
く。

372 372 372

平成25年度から外出先で使え
る携帯型の機器を導入し、利
用者のニーズにより既存の機
器（固定型）との選択制とし
ている。

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

622 622

登別市高齢者等緊
急通報機器設置事
業運営要綱

人

上記のとお
り

上記のとおり実施中

15 2-②

高齢者等緊
急通報機器
設置 保健

福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

H8 －

100 70 70 － －

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

上記のとおり

件 405 515 566 622

ソフト
一般
会計

　一人暮らし高齢
者等の日常生活の
不安解消や人命の
安全確保、火災な
どによる被害の未
然防止を図り、福
祉の向上を図るこ
とを目的とする。

　慢性疾患等により、常時注意が必要な一人暮らし
高齢者等に緊急通報機器（本体、ベンダント型送信
機、ガス漏れセンサー、熱・煙センサー）を貸与
し、日常生活の不安解消や人命の安全確保、火災な
どによる被害の未然防止を行った。
また平成25年度から外出先で使用できる携帯型を導
入し、利用者のニーズにより既存の機器（固定型）
との選択制とした。

Ｈ27

H20 H28 ソフト Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり かろやか教室は、平成26年度か
ら市内5会場を4会場に変更して
実施した。
かろやか教室の業務委託の検討
を行った。

％ 100

二次予防事業対象者把握事業は、主
に地域包括支援センターへ委託して
実施した。
かろやか教室は、平成25年度から市
内６会場を５会場に変更して実施し
た。運動効果や体操の継続性を高め
るため、３会場は月１回から月２回
に増やして開催した。 高齢化社会において、要介護

状態になることを予防する本
事業の必要性は高く、地域全
体を包括的にみていく必要が
ある。事業利用者の身体状態
が維持・改善される等の成果
が上がっていることから必要
性は高く、介護予防が普及さ
れてきており、継続すること
が相当であると考えるが、業
務委託により事業の効率化を
図る。

介護保険法におい
て、実施が義務付
けられている事業
であり、今後も高
齢者が要介護状態
にならず自立した
生活を送れるよう
にするためには必
要な事業である。
なお、介護保険法
改正に伴い、平成
29年度から一次予
防事業と統合し
て、「一般介護予
防事業」及び「介
護予防・生活支援
サービス事業」と
しての実施を目指
していく。

460 365 80 － －

65歳以上の
介護認定を
受けていな
い市民

　65歳以上の介護認定を受けていない方を対象に、基本
チェックリストを実施し、要介護状態になる恐れのある二
次予防事業対象者を把握した。
　また、二次予防事業対象者に、運動機能・口腔機能の向
上・栄養改善・閉じこもり・認知症・うつ予防等あらゆる
面から介護予防を図るためかろやか教室を開催した。その
他、二次予防事業対象者に、保健師・理学療法士等が家庭
訪問し、介護予防や健康づくりに関するアドバイスを実施
した。

介護保険法、地域
支援事業実施要綱

人 364

改善

介護
保険
特別
会計

　65歳以上の方の
うち要介護状態に
なる恐れのある方
を把握するととも
に、介護予防事業
を実施すること
で、要介護状態に
なることを防ぎ、
自立した生活を長
く続けてもらうこ
とを目的とする。

Ｈ25

13 2-①

二次予防事
業

保健
福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

かろやか教室は、平成27年度か
ら市内４会場を３会場に変更し
て実施した。
かろやか教室の平成28年度業務
委託に向け検討を行った。

二次予防事業対象
者数

Ｈ25
以前

Ｈ26

事業利用者の維
持・改善率

Ｈ27

合　計

合　計

緊急通報機器設置
者数

Ｈ25
以前

維持Ｈ26

緊急等通報件数

Ｈ27

合　計

3 3 4

Ｈ25
以前

維持



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ25
実績

Ｈ26
実績

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ30
目標

Ｈ25
決算

Ｈ26
決算

Ｈ27
予算

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

Ｈ30
予算案

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ28以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ27）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

国庫
支出金

地域支援事業交付
金

21,812 21,812 23,859 24,295 24,295 26,124

道
支出金

地域支援事業交付
金

10,906 10,906 11,930 12,147 12,147 13,062

地方債

その他

一般
財源

22,503 22,503 25,389 25,852 25,852 27,798

13234001 55,221 55,221 61,178 62,294 62,294 66,984

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

14,885 14,602 14,319 14,036 13,753 -

13235001 14,885 14,602 14,319 14,036 13,753 0

国庫
支出金

道
支出金

9,460

地方債

その他

一般
財源

13235010 0 9,460 0 0 0 0

国庫
支出金

地域支援事業交付
金

0 0 39 39 39 39

道
支出金

地域支援事業交付
金

0 0 19 19 19 19

地方債

その他

一般
財源

0 0 42 42 42 42

13236001 0 0 100 100 100 100

Ｈ27

合　計

Ｈ25
以前

Ｈ26

Ｈ25
以前

認知症グループ
ホームにおいて職
員を雇用し、実施
での技術習得を目
指すほか、各種外
部研修を実施する
ことにより、介護
サービスの提供に
必要となる知識と
技術を要する介護
人材の育成を図る
ことを目的とす
る。

Ｈ25

雇用日数 日 661

維持

上記のとおり

1 1

介護保険法、登別
市介護家族慰労事
業実施要綱

家族介護慰労金を
申請した家族件数

件 0

家族介護慰労金を
支給した家族件数

件 0 0 1 1

21 3-⑥

家族介護慰
労事業

保健
福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

H18 － ソフト

介護
保険
特別
会計

　介護サービスを
受けずに重度の在
宅高齢者の介護を
行っている家族に
慰労金を支給する
ことで、介護家族
の身体的・精神
的・経済的負担の
軽減を図り、要介
護高齢者の在宅生
活の継続及び向上
を図ることを目的
とする。

　要介護４又は要介護５と判定された市民税非
課税世帯の在宅高齢者で、過去１年間、介護保
険サービスを受けなかった（年間１週間程度の
ショートステイを除く）要介護者を現に介護し
ている家族に要介護者１名につき慰労金（年額
１０万円）を支給する。
【実績なし】

Ｈ27

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ26

　介護保険サービスを利用し
ないで、重度高齢者を在宅介
護している家族は少数である
が、介護家族の慰労と負担の
軽減になることから、事業を
継続する必要がある。

　家族介護慰労金
の支給対象者は少
数だが、介護家族
の慰労になるため
に事業継続してい
く。

1 1 1

Ｈ25
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

0 1

上記のとおり

合　計

保健
福祉
部

社会
福祉
Ｇ

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

－ － － － － － － －

3-⑤

認知症介護
を中心とし
た介護人材
育成事業(緊
急雇用創出
推進事業・
地域人づく
り事業)

保健
福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

H26 H26 ソフト
一般
会計

H10 H29 ソフト
一般
会計

1 -

Ｈ25
以前

社会福祉法
人登別千寿
会

　特別養護老人ホーム増築及びデイサービスセ
ンター建築に伴う借入金返済金（元金・利息）
を平成29年度まで補助する。

登別市社会福祉法
人の助成に関する
条例

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

－ － －

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

平成29年度まで補
助を継続してい
く。

1 1 1

Ｈ25

－ － －

上記のとおり

維持
補助を継続することで、本施
設の安定的な運営に寄与する
ことができる。

－ －

18 3-④

地域包括支
援センター
運営事業 保健

福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

H18 －

3,409 3,330

上記のとおり 上記のとおり

件

ソフト

地域包括支援センターの運営を委託した。
【委託の内容】
・総合相談支援事業（高齢者等からの相談や支援等）・権
利擁護事業（虐待、消費者被害、成年後見制度等の相談、
支援等）・包括的・継続的ケアマネジメント事業（介護支
援専門員への指導・助言、ネットワークづくり等）・介護
予防ケアマネジメント事業（二次予防事業対象者への支援
等）・地域において認知症の人を支援する関係者の連携を
図る事業

上記のとおり

131 120

総合相談者数

Ｈ26

20

改善Ｈ26

介護支援専門員へ
の指導・助言件数

Ｈ27

合　計

19 3-⑤

特別養護老
人ホーム増
築事業資金
借入金元利
補給金

　地域包括支援センターは介
護保険法により設置が義務付
けられており、委託すること
で、高齢福祉の向上や専門職
の確保、財源負担の軽減を図
ることができており継続は必
要である。

　事業継続によ
り、高齢者が可能
な限り住み慣れた
地域において、安
心して生活できる
よう支援する。
（予算案で増額予
定のため、ローリ
ングにて対応）

3,700 3,800 3,900 4,000

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

上記のとおり

上記のとおり

130 130 130 130

上記のとお
り

Ｈ27

上記のとお
り

補助件数

Ｈ27

上記のとおり

合　計

介護
保険
特別
会計

　高齢者が住み慣
れた地域で安心し
て生活できるよう
支援することを目
的とする。

Ｈ25

　地域包括
支援セン
ターを運営
する事業者

Ｈ25

　要介護４又
は要介護５と
判定された市
民税非課税世
帯の在宅高齢
者で、過去１
年間介護保険
サービスを受
けなかった方

上記のとおり

　特別養護老人
ホーム増築事業を
支援することによ
り、高齢者福祉の
充実を図ることを
目的とする。

Ｈ26

介護の仕事
に興味をも
つ失業者

Ｈ27

上記のとおり実施予定

人

件 1

終了

緊急雇用創出事業を活用し、
認知症グループホームにおい
て、介護の仕事に興味のある
失業者を雇用することで、今
後不足することが見込まれる
介護人材の育成が図られた。

国や道が実施する
補助事業を活用し
ながら、介護人材
の確保、育成のた
めの事業を行って
いく。

高齢者、認知症に関する「口腔ケア」「栄養ケ
ア」「食事ケア」「転倒防止」「傾聴」「看取
り」等の内部研修及び介護職員初任者研修等の
外部研修の受講、施設内での実践指導を行っ
た。

Ｈ27

　地域包括支援センターの運営を委託した。
【委託の内容】
・総合相談支援事業（高齢者等からの相談や支援等）
・権利擁護事業（虐待、消費者被害、成年後見制度等の相
談、支援等）
・包括的・継続的ケアマネジメント事業（介護支援専門員
への指導・助言、ネットワークづくり等）
・介護予防ケアマネジメント事業（二次予防事業対象者へ
の支援等）

介護保険法、地域
支援事業実施要綱


